
平成

衆
の

年 月 日 火曜日

山
瀬

づ
く

る
。当

づ
く

ま
で

山 口 県

生
○
公特

○
選不

（定期）報

○
告瀬生生 毎

第 号

縦
覧
に
供
す
る
。

口
県
告
示
第
三
百
十
二
号

戸
内
海
環
境
保
全
特
別
措
置
法

特
定
施
設
の
構
造
等
の
変
更
の
許

該
特
定
施
設
の
構
造
等
を
変
更
す

事
前
評
価
に
関
す
る
事
項
を
記
載

の
間
、
山
口
県
環
境
生
活
部
環
境

活
保
護
法
の
規
定
に
基
づ
く
介
護
機

告定
非
営
利
活
動
法
人
の
設
立
の
認
証

管
告
示

在
者
投
票
の
で
き
る
老
人
ホ
ー
ム
の

告 目

次

示戸
内
海
環
境
保
全
特
別
措
置
法
第
八

活
保
護
法
の
規
定
に
基
づ
く
指
定
医

活
保
護
法
の
規
定
に
基
づ
く
医
療
機

週
火
・
金
曜
日
発
行

（
昭
和
四
十
八
年
法
律
第
百
十
号

可
の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
そ

る
こ
と
が
環
境
に
及
ぼ
す
影
響

し
た
書
面
は
、
平
成
二
十
二
年

政
策
課
及
び
周
南
市
環
境
下
水

関
の
指
定
（
五
件
）
（
厚
政
課
）
…
…

の
申
請
（
県
民
生
活
課
）
…
…
…
…
…

指
定
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

示

条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
許
可
申
請

療
機
関
の
廃
止
の
届
出
（
厚
政
課
）
…

関
の
指
定
（
厚
政
課
）
…
…
…
…
…
…）

第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基

の
概
要
を
次
の
と
お
り
告
示
す

に
つ
い
て
の
調
査
の
結
果
に
基

九
月
七
日
か
ら
同
月
二
十
七
日

道
部
環
境
政
策
課
に
お
い
て
公

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
三

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
四

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
五

の
概
要（
環
境
政
策
課
）
…
…
…
一

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
三

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
三

平 成 年
月 日

（火曜日）

種

類

項
目

構

能

力

（

／
時
）

七
四

変
更
前

、

、

変
更
後

〃

備
考

「
七
四
」
と
は
、
水
質
汚

水
の
処
理
施
設
を
い
う
。

名

称

東
ソ
ー
株
式

所
在
地

周
南
市
開
成

三

特
定
施
設
の
種
類

水
質
汚
濁
防
止
法
施
行
令

定
事
業
場
か
ら
排
出
さ
れ
る

四

変
更
し
よ
う
と
す
る
事
項

特
定
施
設
の
使
用
の
方
法

更
す
る
こ
と
に
よ
り
、
次
の

種
類
、
構
造
及
び
使
用

平
成
二
十
二
年
九
月
七
日

一

申
請
者
の
氏
名
又
は
名
称

氏
名
又
は
名
称

東
ソ

住

所

周
南

二

工
場
又
は
事
業
場
の
名
称

造

工
事
着
手

予

定

年
月
日

工
事
完
成

予

定

年
月
日

使
用
予年
月

（
既

設

濁
防
止
法
施
行
令
別
表
第
一
第
七
十
四

会
社
南
陽
事
業
所

町
四
五
六
〇
番
地

（
昭
和
四
十
六
年
政
令
第
百
八
十

水
の
処
理
施
設

の
内
容

及
び
特
定
施
設
か
ら
排
出
さ
れ
る

表
の
と
お
り
変
更
を
生
ず
る
。

時
間
間
隔
等

山
口

及
び
住
所

ー
株
式
会
社

市
開
成
町
四
五
六
〇
番
地

及
び
所
在
地

一
使
用
の
方
法

開
始定日

使
用
時

間
間
隔

一
日
当
た

り
の
使
用

時

間

季
節
的

変
動
の

概

要

連

続
二
四
時
間
変
動
な

し

）

〃

〃

〃

号
の
特
定
事
業
場
か
ら
排
出
さ
れ
る

八
号
）
別
表
第
一
第
七
十
四
号
の

汚
水
又
は
廃
液
の
処
理
の
方
法
を

県
知
事

二

井

関

成

特変

告

示



平成 年 月 日 火曜日

排１２

山 口

総五

（定期）県 報

備種

第 号

種

水

口

項

目

水通

排

水

口

変
更
前

変
更
後

排

水

口

変
更
前

変
更
後

合
排
水
処
理
施
設

変
更
後

処
理
後

変
更
前

変
更
後

排
出
水
の
汚
染
状
態
の
値
及
び
排

考

の
表
の
備
考
は
、
こ
の
表
に

処
理
施
設
に
よ
る
処
理
前
及
び

類

項

目

処
理
前

変
更
前

排
出
さ
れ
る
汚
水
等
の
汚
染
状

類

項
目

水
素
イ

通

常

七
四

変
更
前

変
更
後

素
イ
オ
ン
濃
度

（
水
素
指
数
）

化
学
的
酸
素
要
（

常

最

大

通

常

最

八

六九

二
・
五

〃

〃

〃

〃

〃

三

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

出
水
の
量

排

出

水

つ
い
て
準
用
す
る
。

処
理
後
の
汚
水
等
の
汚
染
状
態

汚

水

水
素
イ
オ
ン
濃
度

（
水
素
指
数
）

化
学
的

通

常

最

大

通

八

六九

態
の
値
及
び
汚
水
等
の
量

汚

水

等

オ
ン
濃
度

（
水
素
指
数
）

化
学
的
酸
素
要
（

最

大

通

常

最

八

六九

三

〃

〃

〃

求
量
／

）

浮

遊

物

質

量

（

／

）
（

大

通

常

最

大

最

四
・
三

六

一
三

〃

〃

〃

五

一
〇

二
〇

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

一
〇

〃

〃

〃

の

汚

染

の
値
並
び
に
汚
水
等
の
量

等

の

汚

酸
素
要
求
量

（

／

）

浮

遊

物

質

（

／

常

最

大

通

常

最

三

五

一
四
〇

二

の

汚

染

求
量
／

）

浮

遊

物

質

量

（

／

大

通

常

最

五

一
〇

二

〃

〃

〃
鉱
油
類
／

）

窒

素

（

／

）

大

通

常

最

大

一

〇
・
九

一
・
二

〃

〃

〃

〃

一
・
三

二
・
二

〃

〃

〃

〃

〃

〃

二
〇

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

状

態

の

染

状

態

量）

鉱
油
類

（

／

）

窒

（

／

大

最

大

通

常

最

八
〇

一

一
・
三

二

状

態

の

）

窒

素

（

／

）

大

通

常

最

大

通

〇

一
・
三

二
・
二

〃

〃

燐（

／

）

通

常

最

大

通

〇
・
一

〇
・
二

二
四
〇
、

〃

〃

〃

〃

〃

二
、九
二
三

〃

〃

二
、九
三
六

〃

〃

〃

〃

〃

〃

排
出
水
の

値

汚
水

の

値

素）

燐（

／

）

大

通

常

最

大

通

・
二

〇
・
一

〇
・
二

値

汚
水
等

燐
（

／

）

常

最

大

通

〇
・
一

〇
・
二

〃

〃

常

最

大

四
〇
〇

二
四
〇
、
四
〇
〇

〃

、五
〇
八
二
、九
二
三
、五
〇
八

、一
〇
八
二
、九
三
六
、一
〇
八

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

一
日
当
た
り
の
量
（

）

等
の
一
日
当
た
り
の
量
（

）

常

最

大

、

、

、

、

の
一
日
当
た
り
の
量
（

）

常

最

大

、

、

、

、

、

、

、

、

二



平成

株ナ
ー

年 月 日 火曜日

名
こ
こ

ハ
ミ

ヘ
イ指名

山 口 県

山
生

た
め

（定期）報

名
瀬
口

ハ
ミ指名

社
会
べ
の

第 号

山
生

機
関式

会
社
ハ
ピ

ス
・
エ
ル

宇
部
市
大
字
上
宇

部
一
九
三
の
一
八

七

医

療称

所

ろ
薬
局

宇
部

ン
グ
薬
局

〃

ワ
薬
局
佐
波
店

防
府

定
訪
問
看
護
事
業
者
等

称

主
た
る
事
務
所

の
所
在
地

口
県
告
示
第
三
百
十
四
号

活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律

の
医
療
を
担
当
さ
せ
る
機
関
を
次

平
成
二
十
二
年
九
月
七
日

称

所

皮
膚
科

宇
部

ン
グ
薬
局

〃

定
訪
問
看
護
事
業
者
等

称

主
た
る
事
務
所

の
所
在
地

福
祉
法
人
む

里

宇
部
市
大
字
東
須

恵
三
二
〇
の
一

口
県
告
示
第
三
百
十
三
号

活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律

か
ら
次
の
と
お
り
医
療
機
関
を
廃

平
成
二
十
二
年
九
月
七
日

医

療

ハ
ピ
ナ
ー
ス
・
エ

ル
訪
問
看
護
ス

テ
ー
シ
ョ
ン

宇
部
市

丁
目
一

号

機

関

在

地

市
寿
町
三
丁
目
二
番
二
五
号

北
琴
芝
二
丁
目
三
番
五
号

市
佐
波
一
丁
目
三
番
九
号

訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ

名

称

所

第
百
四
十
四
号
）
第
四
十
九
条

の
と
お
り
指
定
し
た
。山

口
県
知

在

地

市
鍋
倉
町
二
番
六
号

北
琴
芝
二
丁
目
五
番
五
号

訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ

名

称

所

む
べ
の
里
訪
問
看

護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン

宇
部
市

恵
三
二

第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
条
の

止
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
。

山
口
県
知

機

関

恩
田
町
二

八
番
二
〇

平
成
二
二
、

八
、

一

指

定

年

月

日

平
成
二
二
、

八
、

一

〃

七
、
二
〇

〃

四
、

一

ン
等

指
定
年
月
日

在

地

の
規
定
に
よ
り
、
医
療
扶
助
の

事

二

井

関

成

廃

止

年

月

日

平
成
二
二
、

四
、
三
〇

〃

七
、
一
九

ン
等

廃
止
年
月
日

在

地

大
字
東
須

〇
の
一

平
成
二
二
、
三
、
三
一

二
の
規
定
に
よ
り
、
指
定
医
療

事

二

井

関

成

株
式
会
社
む
っ

ち
ゃ
ん
方

山
口
市
徳

五
九
〇
の

山
口
県
告
示
第
三
百
十
六
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五

介
護
扶
助
の
た
め
の
居
宅
介
護

平
成
二
十
二
年
九
月
七
日

居
宅
介
護
支
援
事
業

名

称

主
た
る
事

の
所
在
地

有
限
会
社
片
倉

温
泉
く
ぼ
た

宇
部
市
大
字

岐
波
五
三
四

医
療
法
人
竹
内

医
院

周
南
市
大
字

田
二
七
八
三

周
南
農
業
協
同

組
合

下
松
市
西
柳

丁
目
三
番
四

号

居

宅

介

護

事

業

者

氏
名
又
は
名

称

住
所
又
は
主

た
る
事
務
所

の
所
在
地

株
式
会
社
ハ
ピ

ナ
ー
ス
・
エ
ル

宇
部
市
大
字

宇
部
一
九
三

一
八
七

社
団
法
人
山
口

県
看
護
協
会

防
府
市
大
字

右
田
二
六
八

山
口
県
告
示
第
三
百
十
五
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五

介
護
扶
助
の
た
め
の
居
宅
介
護

平
成
二
十
二
年
九
月
七
日

地
島
地

二

居
宅
介
護
支
援
事

業
所
む
っ
ち
ゃ
ん

方

山五

年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十

支
援
計
画
の
作
成
を
担
当
さ
せ
る

山
口

者

居
宅
介
護
支
援

務
所

名

称

所

西五

デ
イ
サ
ー
ビ
ス

湯
田
朝
倉
荘

山
口
市
神

一
番
一
四

戸

デ
イ
サ
ー
ビ
ス

は
な
ば
た
け

周
南
市
花

三
番
一
七

二八

周
南
福
祉

用
具
レ
ン
タ
ル

事
業
所

〃

清

丁
目
九
番

居

宅

介

護

事

業

名

称

所

在

上の

ハ
ピ
ナ
ー
ス
・

エ
ル
訪
問
看
護

ス
テ
ー
シ
ョ
ン

宇
部
市
恩

二
丁
目
一

二
〇
号

上六

山
口
県
看
護
協

会
訪
問
看
護
ス

テ
ー
シ
ョ
ン
ほ

う
ふ

防
府
市
大

右
田
二
六

年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十

を
担
当
さ
せ
る
機
関
を
次
の
と
お

山
口

三

口
市
徳
地
島
地

九
〇
の
二

平
成
二
二
、

五
、

四
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

機
関
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

県
知
事

二

井

関

成

事
業
所

指
定
年
月
日

在

地

田
町
号

通
所
介

護

〃

〃

畠
町
号

〃

〃

八
、

水
一
五
号

福
祉
用

具
貸
与

〃

七
、

所

事
業
の

種
類

指
定
年
月
日

地田
町
八
番

訪
問
看

護

平
成
二
二
、
八
、

字
上

八
六

居
宅
療

養
管
理

指
導

〃

七
、

四
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

り
指
定
し
た
。

県
知
事

二

井

関

成

一 、 〃〃〃 一〃 、



平成 年 月 日 火曜日

称株
式

ナ
ー

医
療

会有
限

温
泉

山 口

山
生

介
護介氏

（定期）県 報

特名
周
南
合

第 号

社
会

口
市

議
会

山
生

介
護

た
る
事
務
所

の
所
在
地

会
社
ハ
ピ

ス
・
エ
ル

宇
部
市
大
字
上

宇
部
一
九
三
の

一
八
七

ハエス

法
人
協
愛

山
口
市
阿
知
須

四
一
七
一
の
一

訪テこ

会
社
片
倉

く
ぼ
た

宇
部
市
大
字
西

岐
波
五
三
四
五

デ湯

口
県
告
示
第
三
百
十
八
号

活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律

扶
助
の
た
め
の
介
護
予
防
を
担
当

平
成
二
十
二
年
九
月
七
日

護

予

防

事

業

者

名
又
は
名

住
所
又
は
主

平
成
二
十
二
年
九
月
七
日

定
福
祉
用
具
販
売
事
業
者

称

主
た
る
事
務
所

の
所
在
地

農
業
協
同
組

下
松
市
西
柳
二
丁

目
三
番
四
八
号

福
祉
法
人
山

社
会
福
祉
協

〃

上
竪
小
路

八
九
の
一

口
県
告
示
第
三
百
十
七
号

活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律

扶
助
の
た
め
の
福
祉
用
具
の
給
付

ピ
ナ
ー
ス
・

ル
訪
問
看
護

テ
ー
シ
ョ
ン

宇
部
市
恩
田
町

二
丁
目
一
八
番

二
〇
号

問
看
護
ス

ー
シ
ョ
ン
す

や
か
ナ
ー
ス

山
口
市
阿
知
須

四
七
一
六
の
一

四

イ
サ
ー
ビ
ス

田
朝
倉
荘

〃

神
田
町

一
番
一
四
号

第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
四
条

さ
せ
る
機
関
を
次
の
と
お
り
指

山
口
県
知

介

護

予

防

事

業

所

名

称

所

在

地

山
口
県
知

特
定
福
祉
用
具
販
売
事

名

称

所

周
南
福
祉
用

具
レ
ン
タ
ル
事
業

所

周
南
市

目
九
番

山
口
市
社
会
福
祉

協
議
会
と
く
ぢ
指

定
居
宅
介
護
支
援

事
業
所

〃七
四
四

第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
四
条

を
担
当
さ
せ
る
機
関
を
次
の
と

介
護
予

防
訪
問

看
護

平
成
二
二
、

八
、

一

〃

〃

七
、

〃

介
護
予

防
通
所

介
護

〃

〃

〃

の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

定
し
た
。

事

二

井

関

成

事
業
の

種
類

指
定
年
月
日

事

二

井

関

成

業
所

指
定
年
月
日

在

地

清
水
一
丁

五
号

平
成
二
二
、
八
、

一

徳
地
堀
一

〃

七
、

〃

の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

お
り
指
定
し
た
。

平
成
二
十
二
年
九
月
七
日

（
二
八
七
）
特
定
非
営
利
活
動

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（

り
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
設

同
項
第
一
号
、
第
二
号
イ
、

月
十
八
日
ま
で
の
間
、
山
口
県

覧
に
供
し
ま
す
。

特
定
介
護
予
防
福
祉
用
具
販
売

名

称

主
た
る
事

の
所
在
地

周
南
農
業
協
同
組

合

下
松
市
西

目
三
番
四

公 号

山
口
県
告
示
第
三
百
十
九
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五

介
護
扶
助
の
た
め
の
介
護
予
防

平
成
二
十
二
年
九
月
七
日

有
限
会
社
岩
国

メ
デ
ィ
カ
ル
サ

ポ
ー
ト

岩
国
市
南
岩

町
四
丁
目
五

番
五
の
一
号

有
限
会
社
フ
ァ

イ
ン

〃

平
田

丁
目
三
二
番

一
号

医
療
法
人
竹
内

医
院

周
南
市
大
字

田
二
七
八
三

周
南
農
業
協
同

組
合

下
松
市
西
柳

丁
目
三
番
四

山
口

法
人
の
設
立
の
認
証
の
申
請

平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
十
条

立
の
認
証
の
申
請
が
あ
り
ま
し
た

第
五
号
、
第
七
号
及
び
第
八
号
に

環
境
生
活
部
県
民
生
活
課
及
び
山

事
業
者

特
定
介
護
予
防
福
祉
用

務
所

名

称

所

柳
二
丁

八
号

周
南
福
祉
用

具
レ
ン
タ
ル
事
業

所

周目

告

事
業
所

年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十

福
祉
用
具
の
給
付
を
担
当
さ
せ
る

山
口

国九

デ
イ
サ
ー
ビ
ス

セ
ン
タ
ー
か
え

で

岩
国
市
南

町
四
丁
目

番
五
の
一

三一

デ
イ
サ
ー
ビ
ス

セ
ン
タ
ー
か
と

れ
あ

〃

平

丁
目
三
二

一
号

戸

デ
イ
サ
ー
ビ
ス

は
な
ば
た
け

周
南
市
花

三
番
一
七

二八

周
南
福
祉

用
具
レ
ン
タ
ル

〃

清

丁
目
九
番

県
知
事

二

井

関

成

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と

。掲
げ
る
書
類
は
、
平
成
二
十
二
年

口
県
萩
県
民
局
に
お
い
て
公
衆
の

具
販
売
事
業
所

指
定
年
月
日

在

地

南
市
清
水
一
丁

九
番
五
号

平
成
二
二
、

八
、

用
具
貸

与

四
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

機
関
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

県
知
事

二

井

関

成

岩
国

五
九

号

〃

〃

〃

田
三

番
一

〃

〃

四
、

畠
町

号

〃

〃

八
、

水
一
五
号

介
護
予

防
福
祉

〃

七
、

四

お十縦 一 、 〃〃〃〃

公

告



平成 年 月 日 火曜日

株
式

風
三

山 口 県

山
公

投
票名

養
護

（定期）報

充青ゼ

第 号

一二三

会
社
ピ
ー
エ
ー
ゆ
う
の

田
尻

〃

口
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示

職
選
挙
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
五

の
で
き
る
老
人
ホ
ー
ム
を
次
の
と

平
成
二
十
二
年
九
月
七
日

称

所

老
人
ホ
ー
ム
や
は
ず
苑

防
府
市

障
が
い
児
及
び
障
が
い
者
並
び
に

実
さ
せ
る
た
め
に
福
祉
サ
ー
ビ
ス

少
年
の
健
全
育
成
及
び
ボ
ラ
ン

ー
シ
ョ
ン
社
会
の
実
現
に
寄
与
す

選
挙
管
理

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
二
十
二
年
八
月
十
八
日

申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法

名

称

ゆ

代

表

者

の

氏

名

長

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

萩

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

警
固
町
一
丁
目
六
番
四
二
号

第
六
十
四
号

年
政
令
第
八
十
九
号
）
第
五
十

お
り
指
定
し
た
。

山
口
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員

在

地

大
字
江
泊
一
七
九
〇

心
に
悩
み
を
抱
え
る
青
少
年
の

に
関
す
る
事
業
を
提
供
す
る
と

テ
ィ
ア
活
動
の
充
実
に
努
め
る
こ

る
こ
と
。

委
員
会

人
の
名
称
、
代
表
者
の
氏
名
及

う
・
ゆ
う
・
は
ぎ

田

光
雄

市
大
字
椿
東
五
八
二
番
地
の
一

〃

〃

〃

五
条
の
規
定
に
よ
り
、
不
在
者

長

上

符

正

顕

指

定

年

月

日

平
成
二
二
、

八
、
三
〇

地
域
に
お
け
る
生
活
の
支
援
を

と
も
に
、
地
域
福
祉
の
推
進
、

と
に
よ
っ
て
、
ノ
ー
マ
ラ
イ

び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

一

五

選
挙
管
理
委
員
会



平
成
二

平
成
二
十
二
年
九
月
七
日
印
刷

十
二
年
九
月
七
日
発
行

発
行
所

山

口

県

発
行
人

山
口
県
知
庁事


